
 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大富小 

学校だより 

№７ 

令和５年 

12 月８日 

 

 ８ 金  

 ９ 土 学習発表会 ＰＴＡ総務部会 

１０ 日  

１１ 月 振替休業日（12/9 分） 

１２ 火 全校集会（計画委員会発表） 

１３ 水 到達度テスト① 読み聞かせ① 

１４ 木 到達度テスト② 

１５ 金 到達度テスト③ 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 到達度テスト④⑤   大掃除① 

１９ 火 読み聞かせ② 全校集会（1-2 発表） 

２０ 水 大掃除② 

２１ 木 大掃除③ 

２２ 金 ２学期終業式  反省職員会議  

２３ 土 年末休業 

２４ 日  

２５ 月 研究全体会 

２６ 火  

２７ 水  

２８ 木  

２９ 金 学校閉庁（～1/3） 

３０ 土  

３１ 日  

1/１ 月 （祝）元日 年始休業 

 ２ 火  

 ３ 水  

 ４ 木 学校集金振替日 

 ５ 金  

 ６ 土  

 ７ 日  

 ８ 月 （祝）成人の日 

 ９ 火 職員会議 

１０ 水 ３学期始業式 学校安全の日 

一斉下校・通学路点検 給食あり 

 

人権について考える 
校 長  須藤 真 

 

１２月に入り，令和５年も残すところ１か月を切りました。朝の気温は氷点下になる日も

あり，あの災害級とも言われた酷暑が「いつまで続くのだろう」と心配になっていた日々が

嘘のようです。そのような中でも，子どもたちは，毎日，元気に学校生活を送っています。

これも，保護者の皆様，地域の皆様のご協力，ご支援があってこそと，心より感謝申し上げ

ます。 

さて，１２月は人権について考える月とされています。法務省のホームページに人権週間

について掲載されていましたので紹介します。 

 

昭和２３年（１９４８年）１２月１０日，国際連合第３回総会において，全ての人民と全

ての国とが達成すべき共通の基準として，「世界人権宣言」が採択されました。 

 世界人権宣言は，基本的人権尊重の原則を定めたものであり，人権保障の目標や基準を初

めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である１２月１０日は，「人権デー（Human 

Rights Day）」と定められています。 

 法務省の人権擁護機関では，人権デーを最終日とする１週間（１２月４日から１２月１０

日）を「人権週間」と定め，昭和２４年（１９４９年）から毎年，各関係機関及び団体とも

協力して，全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。 

 いじめや虐待，性被害等のこどもの人権問題，インターネット上の人権侵害，障がいのあ

る人や外国人，性的マイノリティ等に対する偏見や差別，部落差別（同和問題），ハンセン

病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。 

 これらの問題の解決には，私たち一人一人が様々な人権問題を，自分以外の「誰か」のこ

とではなく，自分のこととして捉え，互いの人権を尊重し合うことの大切さについて，認識

を深めることが不可欠です。令和５年度も，１２月４日（月）から１２月１０日（日）の１

週間を「第７５回人権週間」と定め，様々なメディアを活用して，全国各地で４００を超え

るイベントが実施される予定です。この人権週間をきっかけに人権について考えてみません

か。                        （法務省ホームページより） 

 
 

子どもたちにいじめや差別などが無いよう，今後とも，保護者の皆様，地域の皆様と連携

して取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

１１月１７日（金）に，令和３・４・５年度 

東根市教育委員会委嘱 公開研究発表会を行いま

した。当日は，来賓の方や，東根市内外のたくさ

んの先生方が来校し，子どもたちが一生懸命に教

材とつながる姿や，仲間とつながって考えを交流

して深めたり，主体的に学習したりする姿を見て

いただくことができました。 

参会した先生方から，子どもたちの頑張る姿に

たくさんのお褒めの言葉をいただきました。 


